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中期目標の期間の終了時の検討及び措置（案）について 

 

１．根拠法令 

地方独立行政法人法 

（中期目標の期間の終了時の検討） 

第 30 条 設立団体の長は、第 28 条第１項第２号に規定する中期目標の期間の終了時に見

込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の

期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その

他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは

移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。 

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴か

なければならない。 

３ 設立団体の長は、第 1 項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表

しなければならない。 

 

２．実施時期 

  当該検討を行い、所要の措置を講ずる時期について、根拠法令において、「中期目標の

期間の終了時までに」とされているが、これらを次期中期目標・中期計画に反映させるた

めに、次期中期目標を策定するこの時期に検討を行い、措置を講ずることとする。 

 

３．中期目標の期間の終了時の検討及び措置（案） 

  西都児湯医療センターは、第２期中期目標期間において、年度ごとの業務実績評価にお

いて「中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に進んでいる」、また、中期目標の期

間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価においても

「中期目標を概ね達成する」と評価されている。しかし、令和２年度に常勤医師の退職に

よる診療機能の縮小や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による受診控えもあり、法

人設立後初の赤字決算となるなど、一部の重要な項目において中期目標を概ね達成する

見込みではないため、継続した更なる努力が望まれる。 

現在、西都児湯医療センターは、西都児湯二次医療圏の中核的病院、救急告示病院及び

災害拠点病院として公的病院の役割を果たしており、今後、経営安定化が図られ、予定し

ている新病院が開設されれば、地域医療に果たす役割は、より重要なものになる。 

  これらのことから、西都児湯医療センターの業務の継続又は組織の存続の必要性につ

いては、地方独立行政法人の形態で引き続き業務を行うことが適当と判断する。 

また、業務及び組織の全般については、これまでの評価委員会においてご意見やご指摘

等をいただいているところである。これを踏まえて、今後の西都児湯医療センターの方向

性や求められる業務内容を明らかにし、次期中期目標を策定することをもって当該検討

を行い、西都児湯医療センターに指示することで所要の処置を講ずることとする。 
 

検討項目 検討内容及び措置 

業務の継続又は組織の存続の必要性 
地方独立行政法人の形態で引き続き業務を行

う。 

業務及び組織の全般 
これまでの議論を踏まえた内容の次期中期目標

を策定し、西都児湯医療センターに指示する。 

 

 

 

 

 

資料１ 



令和３年 10 月 日 

 

西都市長 橋田 和実  様 

 

 

地方独立行政法人西都児湯医療センター 

評価委員会委員長  松本 英裕 

 

 

 

意  見  書 

 

地方独立行政法人西都児湯医療センターの中期目標の期間の終了時の検討について、地

方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第３０条第２項の規定に基づく当評価委員

会の意見は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

西都児湯医療センターは、第２期中期目標期間において、当評価委員会の年度ごとの業務実

績評価は「中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に進んでいる」、また、中期目標の

期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価においても

「中期目標を概ね達成する」と判断している。しかし、令和２年度に常勤医師の退職による

診療機能の縮小や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による受診控えもあり、法人設立

後初の赤字決算となるなど、一部の重要な項目において中期目標を概ね達成する見込みで

はないため、継続した更なる努力が望まれる。 

現在、西都児湯医療センターは、西都児湯二次医療圏の中核的病院、救急告示病院及び災

害拠点病院として公的病院の役割を果たしており、今後、経営安定化が図られ、予定してい

る新病院が開設されれば、地域医療に果たす役割は、より重要なものになると考えられる。 

 これらのことから、地方独立行政法人の形態で引き続き業務を行うことが適当である。 

なお、次期中期目標の策定に当たっては、評価委員会において意見、指摘のあった課題等

を整理し、地域の中核病院としての役割と経営基盤の安定について、更なる推進を目指して

いただきたい。 

 また、次期中期目標に係る中期計画の作成にあたっては、成果の指標を可能な限り数値で

設定するとともに、評価基準の見直しを要望したい。

（案） 
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地方独立行政法人西都児湯医療センター 第３期中期目標（案） 
 
 
前文 
 
 地方独立行政法人西都児湯医療センターは、平成 28 年４月１日の設立以来、

西都児湯二次医療圏の中核的病院として、唯一の地域災害拠点病院として、地域

医療の中心的役割を担えるよう機能の充実を図り、医療を取り巻く環境の変化

に迅速かつ柔軟に対応できる病院運営を心がけ、質の高い医療サービスの提供

に努めてきた。 
 平成 31 年度から令和３年度までの第２期中期目標期間においては、令和２年

度は常勤医師の退職による診療機能の縮小で脳疾患や内科疾患における二次救

急医療の提供が困難となり、また新型コロナウイルス感染症拡大の影響による

受診控えもあり、法人設立後初の赤字決算となり厳しい状況が続いているが、第

３期中期目標期間においては、常勤医師の確保等による医療機能の充実と経営

基盤の安定が求められる。 
今後、人口減少、少子・超高齢社会の進展や新型コロナウイルス感染症拡大の

影響等により、医療センターを取り巻く医療環境は大きく変化していくことが

予想される。しかし、「緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患にお

ける二次救急医療の提供」は、設立当初から変わらない地域住民の願いである。

医療センターがこの中期目標に基づき、地方独立行政法人としての強みを最大

限に発揮し、公的病院としての役割を果たすとともに、西都児湯二次医療圏の中

核的病院として、また、地域災害拠点病院として、地域の医療機関及び市と緊密

に連携し、地域医療の水準の更なる向上を図り、あわせて経営の効率化等に積極

的に取り組み、地域住民の健康の維持及び安全安心の確保に寄与することを求

め、ここに中期目標を定める。 
 

第１ 中期目標の期間 
 
 2022（令和４）年４月１日から 2025（令和７）年３月 31 日までの３年間とす

る。 
 
 
第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 
 １ 医療サービス 

⑴ 緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次救急

医療の提供 
緊急性の高い脳卒中等の脳疾患を積極的に受け入れるとともに、当医

療圏に不足している呼吸器及び消化器等を中心とした内科系疾患の受入
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体制を整備し、地域の医療機関と役割分担をしながら医療圏内における

完結型医療を目指して、二次救急医療の提供を行うこと。 
  ⑵ 初期救急医療体制の維持及び充実      

地域にとって不可欠な初期救急医療体制を確実に維持するとともに、

医師を始めとする医療職の確保や医師会との連携強化を進めながら、受

入時間の延長など、体制の充実に努めること。また、法人での対応が困難

な救急医療については、医療圏外の二次・三次救急病院との連携を図り、

迅速かつ適切な対応を行うこと。 
  ⑶ 地域医療連携の推進 

  地域の医療機関との連携及び協力体制の充実を図り、病病連携・病診連

携を推進すること。また、紹介された患者の受入れと患者に適した医療機

関への紹介を進め、紹介率及び逆紹介率の向上を図ること。 
⑷ 在宅医療の充実に向けた支援 

 主治医やケアマネジャー等に退院時カンファレンスへの参加を促すな

ど、在宅医療に係る関係機関との円滑な連携による退院支援を行うこと。

また、地域医療ネットワークの連携を強化し、切れ目のない医療・介護・

福祉サービスが提供できるよう、地域の医療水準の向上に努めること。 
  ⑸ 地域災害拠点病院としての役割 

今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震などの災害発生時やその他

の緊急時において、西都児湯二次医療圏の地域災害拠点病院として、施設

要件等の機能の維持に努めるとともに、災害時に地域災害拠点病院とし

ての機能を十分に発揮できるように、平時においても、緊急時における連

絡体制の確保や災害医療訓練を実施するなど、迅速かつ適切な医療提供

ができる体制を整備すること。また、特に大規模な感染症の発生時には、

新型コロナウイルス感染症に対応した経験をもとに、感染症のまん延防

止対策を確保すること。 
   
 ２ 医療の質の向上 
  ⑴ 医療スタッフの確保     

医師会などの関係機関・団体や大学などの教育機関との連携強化を図

り、地域住民に信頼される優秀な医師、看護師、医療技術職等の確保に努

めること。 
  ⑵ 医療安全対策の徹底 

患者及び地域住民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染

防止対策を確実に実施するとともに、医療安全管理室を中心に医療事故

等に関する情報の収集及び分析に努め、医療安全対策を徹底すること。 
  ⑶ クリティカルパス導入の推進 

医療連携の強化と医療の標準化・最適化を図るため、クリティカルパス

（病気ごとに、治療や検査、看護ケアなどの内容及びタイムスケジュール

を一覧表に表したもので、医療連携の標準化、効率化等に資する入院診療

計画書）の作成及び運用を進めるとともに、転院後あるいは退院後の医療

が円滑に行えるよう地域の医療機関との連携を図ること。 



  ⑷ 高度医療機器等の計画的な更新・整備 
地域の中核的病院としての役割を果たすため、救急医療をはじめ各診

療分野において高度医療の充実に努めるとともに、法人に求められる医

療を提供できるよう、必要な高度医療機器や診療支援システムを計画的

に更新・整備すること。なお、更新・整備にあたっては、費用対効果、地

域の医療需要及び医療技術の進展などから総合的に判断して、適切に実

施すること。 
  ⑸ 研修制度の確立 

職務や職責に応じた能力の向上及び各部門における各種専門資格の取

得による専門性・医療技術の向上を図るため、研修制度を整備し、計画的

な研修を行うこと。 
 
 ３ 患者サービス 
  ⑴ 患者中心の医療の提供    

医療の中心は患者であるという認識の下、患者の権利を尊重し、インフ

ォームド・コンセント（患者やその家族が自ら受ける治療の内容に納得

し、自分に合った治療法を選択できるような説明を受けたうえでの同意

をいう。）を徹底し、患者やその家族に必要とされる相談支援体制の強化

を図るとともに、多職種の医療スタッフが連携するチーム医療を図るこ

と。 
  ⑵ 快適性の向上   

診療待ち時間の改善や院内清掃の徹底などによる、患者や来院者への

快適な環境の提供を図るとともに、患者のプライバシー確保に配慮した

院内環境の整備に努めること。 
  ⑶ 情報発信の推進 

病院が提供するサービスや取組みについて、ホームページやその他の

媒体を活用し、住民や患者、地域の医療機関に対して分かりやすい情報の

提供に努めるとともに、積極的な啓発活動を行うこと。 
  ⑷ 職員の接遇向上 

地域住民が満足する施設であるために、患者や来院者の意向を把握し

て施設全体の接遇の向上を図ること。また、正職員に限らず、臨時職員等

も含めた全職員の接遇研修を定期的に行うものとし、職員一人ひとりが

接遇の重要性を認識し、その向上に努めること。 
   
 ４ 公的医療機関としての役割 

臨床研修医などの受入れを積極的に行うため、大学医学部などの医育機

関との連携強化により教育研修体制を充実させ、若手医師の育成に貢献す

るとともに、地域の医療機関への定着の契機となるよう、公的医療機関とし

ての役割を果たすこと。また、市民の健康増進を図るため、市など関係機関

と連携・協力して各種健診等を推進するとともに、予防医療への意識を高

め、健康寿命の延伸に努めること。   
 



 ５ 法令遵守 
医療法（昭和 23 年法律第 205 号）をはじめとする関係法令を遵守し、公

的病院としての行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な

業務運営を行うこと。また、診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患

者及びその家族への情報開示を適切に行うこと。 
 
 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 
 １ 法人運営管理体制の強化 

中期計画及び年度計画を確実に実行し中期目標を達成するため、効率的

及び効果的な業務運営を推進するとともに、理事会を中心とした管理運営

体制の強化により適切な進捗管理を行うこと。 
 
 ２ 業務運営の改善と効率化 

⑴  効率的な予算の執行 
     職員のコスト意識の徹底を図り、事業の必要性や効果、緊急度などを総

括的に見極め、的確な予算配分により、効率的・効果的な予算の執行を行

うこと。 
⑵  適切な人員配置     

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、

医療ニーズに沿った職員を適切に配置すること。 
  ⑶ 働きやすい職場環境の整備 

職員のワークライフバランスの推進に努め、メンタルヘルスを含めた

健康管理や職場の安全衛生の確保など、働きやすく働きがいのある職場

環境の整備に努めること。 
⑷ 人事評価制度の運用 

 職員の能力や実績を重視し、適切な人事管理を行うことによって、職員

全員が常にサービスの向上と業務改善の意識を持って職務を遂行する職

場づくりを推進すること。 
⑸ 病院機能評価の活用 

医療機関としての機能を、専門的かつ学術的に第三者の観点から評価

する病院機能評価の認定に取り組むとともに、常に業務改善に取り組み、

医療機能の充実、向上を図ること。 
 
 
第４ 財務の改善に関する事項 
 
 １ 持続可能な経営基盤の確立 
  ⑴ 収入の確保 

法人が担うべき役割及び地域の患者ニーズに沿った医療サービスの提

供により適切な収入の増加を図ること。また、診療報酬の改定や法改正等



に的確に対処し、収益を確保するとともに、未収金の発生防止策や適正な

回収に努めること。 
  ⑵ 支出の節減 

医薬品及び診療材料費、医療機器等の購入や各種業務委託において、多

様な契約手法を導入して費用の節減・合理化に取り組み、効率的・効果的

な事業運営に努めること。 
 

  ⑶ 役割と負担の明確化 
法人が救急医療等の政策的医療を提供する場合においては、その部門

では採算がとれない場合もあり得る。市と法人は協議のうえ、それぞれの

役割や責任、その負担のあり方を明確にし、運営費負担金の基準を定め、

市は法人に対して必要な費用を負担する。法人は、この主旨を踏まえ、効

率的・効果的な業務運営を行うこと。 
 
 
第５ その他業務運営に関する重要事項 
 
  病院施設整備に向けた取組み 

市及び関係機関との連携の下、新病院建設に向けた病院施設整備を計画

的に進めること。また、新病院建設を早期に実現させるため、経営基盤の安

定と強化に努めること。 



地方独立行政法人西都児湯医療センター中期目標 第２期・第３期対照表 

 

第３期中期目標（案） 第２期中期目標 

前文 

地方独立行政法人西都児湯医療センターは、平成28年4月1日の設立以来、西都児

湯二次医療圏の中核的病院として、唯一の地域災害拠点病院として、地域医療の中

心的役割を担えるよう機能の充実を図り、医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔

軟に対応できる病院運営を心がけ、質の高い医療サービスの提供に努めてきた。 

平成31年度から令和３年度までの第２期中期目標期間においては、令和２年度は

常勤医師の退職による診療機能の縮小で脳疾患や内科疾患における二次救急医療の

提供が困難となり、また新型コロナウイルス感染症拡大の影響による受診控えもあ

り、法人設立後初の赤字決算となり厳しい状況が続いているが、第３期中期目標期

間においては、常勤医師の確保等による医療機能の充実と経営基盤の安定が求めら

れる。 

今後、人口減少、少子・超高齢社会の進展や新型コロナウイルス感染症拡大の影

響等により、医療センターを取り巻く医療環境は大きく変化していくことが予想さ

れる。しかし、「緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次

救急医療の提供」は、設立当初から変わらない地域住民の願いである。医療センタ

ーがこの中期目標に基づき、地方独立行政法人としての強みを最大限に発揮し、公

的病院としての役割を果たすとともに、西都児湯二次医療圏の中核的病院として、

また、地域災害拠点病院として、地域の医療機関及び市と緊密に連携し、地域医療

の水準の更なる向上を図り、あわせて経営の効率化等に積極的に取り組み、地域住

民の健康の維持及び安全安心の確保に寄与することを求め、ここに中期目標を定め

る。 

 

前文 

地方独立行政法人西都児湯医療センターは、平成28年4月1日の設立以来、西都児

湯二次医療圏の中核的病院として、唯一の地域災害拠点病院として、地域医療の中

心的役割を担えるよう機能の充実を図り、医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔

軟に対応できる病院運営を心がけ、質の高い医療サービスの提供に努めてきた。 

 平成28年度から平成30年度までの第1期中期目標期間中においては、地方独立行

政法人の特徴を活かし、職員が一丸となって目標達成に取り組んだ結果、法人設立

の大きな目的の一つであった医師の確保をはじめ、人事評価制度の構築、医療安全

管理室の設置等を実現するとともに、地方独立行政法人化に伴う経営の健全化が図

られ、一定の成果を上げてきたところである。 

 第2期中期目標の策定にあたっては、第1期中期目標期間の運営面及び経営面にお

ける実績を踏まえながら、公的病院としての役割を果たすとともに、西都児湯二次

医療圏の中核的病院として、また、地域災害拠点病院として、地域の医療機関及び

市と密に連携し、地域医療の水準の更なる向上を図り、あわせて経営の効率化等に

積極的に取り組み、地域住民の健康の維持及び安全安心の確保に寄与することを求

め、ここに中期目標を定める。 

 

 

 

 

 

 

資料４ 



第１ 中期目標の期間 

2022（令和4）年4月1日から2025（令和7）年3月31日までの3年間とする。 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

⑴  緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次救急医

療 の提供 

        緊急性の高い脳卒中等の脳疾患を積極的に受け入れるとともに、当医療圏

に不足している呼吸器及び消化器等を中心とした内科系疾患の受入体制を整

備し、地域の医療機関と役割分担をしながら医療圏内における完結型医療を

目指して、二次救急医療の提供を行うこと。 

⑵  初期救急医療体制の維持及び充実 

        地域にとって不可欠な初期救急医療体制を確実に維持するとともに、医師

を始めとする医療職の確保や医師会との連携強化を進めながら、受入時間の

延長など、体制の充実に努めること。また、法人での対応が困難な救急医療

については、医療圏外の二次・三次救急病院との連携を図り、迅速かつ適切

な対応を行うこと。 

⑶ 地域医療連携の推進 

  地域の医療機関との連携及び協力体制の充実を図り、病病連携・病診連携

を推進すること。また、紹介された患者の受入れと患者に適した医療機関へ

の紹介を進め、紹介率及び逆紹介率の向上を図ること。 

  ⑷ 在宅医療の充実に向けた支援 

       主治医やケアマネジャー等に退院時カンファレンスへの参加を促すなど、

在宅医療に係る関係機関との円滑な連携による退院支援を行うこと。また、

地域医療ネットワークの連携を強化し、切れ目のない医療・介護・福祉サー

ビスが提供できるよう、地域の医療水準の向上に努めること。 

第１ 中期目標の期間 

2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間とする。 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

⑴  緊急性の高い脳疾患や地域に不足している内科疾患における二次救急医

療 の提供 

        緊急性の高い脳卒中等の脳疾患を積極的に受け入れるとともに、当医療圏

に不足している呼吸器及び消化器等を中心とした内科系疾患の受入体制を整

備し、地域の医療機関と役割分担をしながら医療圏内における完結型医療を

目指して、二次救急医療の提供を行うこと。 

⑵ 初期救急医療体制の維持及び充実 

        地域にとって不可欠な初期救急医療体制を確実に維持するとともに、医師

を始めとする医療職の確保や医師会との連携強化を進めながら、受入時間の

延長など、体制の充実に努めること。また、法人での対応が困難な救急医療

については、医療圏外の二次・三次救急病院との連携を図り、迅速かつ適切

な対応を行うこと。 

⑶ 地域医療連携の推進 

  地域の医療機関との連携及び協力体制の充実を図り、病病連携・病診連携

を推進すること。また、紹介された患者の受入れと患者に適した医療機関へ

の紹介を進め、紹介率及び逆紹介率の向上を図ること。 

  ⑷ 在宅医療の充実に向けた支援 

       主治医やケアマネジャー等に退院時カンファレンスへの参加を促すなど、

在宅医療に係る関係機関との円滑な連携による退院支援を行うこと。また、

地域医療ネットワークの連携を強化し、切れ目のない医療・介護・福祉サー

ビスが提供できるよう、地域の医療水準の向上に努めること。 



 

 ⑸ 地域災害拠点病院としての役割 

今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震などの災害発生時やその他の緊

急時において、西都児湯二次医療圏の地域災害拠点病院として、施設要件等

の機能の維持に努めるとともに、災害時に地域災害拠点病院としての機能を

十分に発揮できるように、平時においても、緊急時における連絡体制の確保

や災害医療訓練を実施するなど、迅速かつ適切な医療提供ができる体制を整

備すること。また、特に大規模な感染症の発生時には、新型コロナウイルス

感染症に対応した経験をもとに、感染症のまん延防止対策を確保すること。 

２ 医療の質の向上 

⑴  医療スタッフの確保     

医師会などの関係機関・団体や大学などの教育機関との連携強化を図り、

優秀な医師、看護師、医療技術職等の確保に努めること。 

  ⑵ 医療安全対策の徹底 

患者及び地域住民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防

止対策を確実に実施するとともに、医療安全管理室を中心に医療事故等に関

する情報の収集及び分析に努め、医療安全対策を徹底すること。 

⑶ クリティカルパス導入の推進 

医療連携の強化と医療の標準化・最適化を図るため、クリティカルパス

（病気ごとに、治療や検査、看護ケアなどの内容及びタイムスケジュールを

一覧表に表したもので、医療連携の標準化、効率化等に資する入院診療計画

書）の作成及び運用を進めるとともに、転院後あるいは退院後の医療が円滑

に行えるよう地域の医療機関との連携を図ること。 

  ⑷ 高度医療機器等の計画的な更新・整備 

地域の中核的病院としての役割を果たすため、救急医療をはじめ各診療分

 

 ⑸ 地域災害拠点病院としての役割 

今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震などの災害発生時やその他の緊

急時において、西都児湯二次医療圏の地域災害拠点病院として、施設要件等

の機能の維持に努めるとともに、災害時に地域災害拠点病院としての機能を

十分に発揮できるように、平時においても、緊急時における連絡体制の確保

や災害医療訓練を実施するなど、迅速かつ適切な医療提供ができる体制を整

備すること。 

 

２ 医療の質の向上 

⑴  医療スタッフの確保     

医師会などの関係機関・団体や大学などの教育機関との連携強化を図り、

優秀な医師、看護師、医療技術職等の確保に努めること。 

  ⑵ 医療安全対策の徹底 

患者及び地域住民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防

止対策を確実に実施するとともに、医療安全管理室を中心に医療事故等に関

する情報の収集及び分析に努め、医療安全対策を徹底すること。 

⑶ クリティカルパス導入の推進 

医療連携の強化と医療の標準化・最適化を図るため、クリティカルパス

（病気ごとに、治療や検査、看護ケアなどの内容及びタイムスケジュールを

一覧表に表したもので、医療連携の標準化、効率化等に資する入院診療計画

書）の作成及び運用を進めるとともに、転院後あるいは退院後の医療が円滑

に行えるよう地域の医療機関との連携を図ること。 

  ⑷ 高度医療機器等の計画的な更新・整備 

地域の中核的病院としての役割を果たすため、救急医療をはじめ各診療分



野において高度医療の充実に努めるとともに、法人に求められる医療を提供

できるよう、必要な高度医療機器や診療支援システムを計画的に更新・整備

すること。なお、更新・整備にあたっては、費用対効果、地域の医療需要及

び医療技術の進展などから総合的に判断して、適切に実施すること。 
  ⑸ 研修制度の確立 

職務や職責に応じた能力の向上及び各部門における各種専門資格の取得に

よる専門性・医療技術の向上を図るため、研修制度を整備し、計画的な研修

を行うこと。 
３ 患者サービス 

⑴  患者中心の医療の提供    

医療の中心は患者であるという認識の下、患者の権利を尊重し、インフォ

ームド・コンセント（患者やその家族が自ら受ける治療の内容に納得し、自

分に合った治療法を選択できるような説明を受けたうえでの同意をいう。）

を徹底し、患者やその家族に必要とされる相談支援体制の強化を図るととも

に、多職種の医療スタッフが連携するチーム医療を図ること。 

⑵  快適性の向上   

診療待ち時間の改善や院内清掃の徹底などによる、患者や来院者への快適

な環境の提供を図るとともに、患者のプライバシー確保に配慮した院内環境

の整備に努めること。 

⑶  情報発信の推進 

病院が提供するサービスや取組みについて、ホームページやその他の媒体

を活用し、住民や患者、地域の医療機関に対して分かりやすい情報の提供に

努めるとともに、積極的な啓発活動を行うこと。 

⑷  職員の接遇向上 

地域住民が満足する施設であるために、患者や来院者の意向を把握して施

野において高度医療の充実に努めるとともに、法人に求められる医療を提供

できるよう、必要な高度医療機器や診療支援システムを計画的に更新・整備

すること。なお、更新・整備にあたっては、費用対効果、地域の医療需要及

び医療技術の進展などから総合的に判断して、適切に実施すること。 
  ⑸ 研修制度の確立 

職務や職責に応じた能力の向上及び各部門における各種専門資格の取得に

よる専門性・医療技術の向上を図るため、研修制度を整備し、計画的な研修

を行うこと。 
３ 患者サービス 

⑴ 患者中心の医療の提供    

医療の中心は患者であるという認識の下、患者の権利を尊重し、インフォ

ームド・コンセント（患者やその家族が自ら受ける治療の内容に納得し、自

分に合った治療法を選択できるような説明を受けたうえでの同意をいう。）

を徹底し、患者やその家族に必要とされる相談支援体制の強化を図るととも

に、多職種の医療スタッフが連携するチーム医療を図ること。 

⑵ 快適性の向上   

診療待ち時間の改善や院内清掃の徹底などによる、患者や来院者への快適

な環境の提供を図るとともに、患者のプライバシー確保に配慮した院内環境

の整備に努めること。 

⑶  情報発信の推進 

病院が提供するサービスや取組みについて、ホームページやその他の媒体

を活用し、住民や患者、地域の医療機関に対して分かりやすい情報の提供に

努めるとともに、積極的な啓発活動を行うこと。 

⑷  職員の接遇向上 

地域住民が満足する施設であるために、患者や来院者の意向を把握して施



設全体の接遇の向上を図ること。また、正職員に限らず、臨時職員等も含め

た全職員の接遇研修を定期的に行うものとし、職員一人ひとりが接遇の重要

性を認識し、その向上に努めること。 

４ 公的医療機関としての役割 

        臨床研修医などの受入れを積極的に行うため、大学医学部などの医育機関との

連携強化により教育研修体制を充実させ、若手医師の育成に貢献するとともに、

地域の医療機関への定着の契機となるよう、公的医療機関としての役割を果たす

こと。また、市民の健康増進を図るため、市など関係機関と連携・協力して各種

健診等を推進するとともに、予防医療への意識を高め、健康寿命の延伸に努める

こと。 

５ 法令遵守 

        医療法（昭和23年法律第205号）をはじめとする関係法令を遵守し、公的病院

としての行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な業務運営を

行うこと。また、診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族

への情報開示を適切に行うこと。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 法人運営管理体制の強化 

  中期計画及び年度計画を確実に実行し中期目標を達成するため、効率的及び効

果的な業務運営を推進するとともに、理事会を中心とした管理運営体制の強化に

より適切な進捗管理を行うこと。 
２ 業務運営の改善と効率化 

⑴  効率的な予算の執行 

職員のコスト意識の深化を図り、事業の必要性や効果、緊急度などを総括

的に見極め、的確な予算配分により、効率的・効果的な予算の執行を行うこ

設全体の接遇の向上を図ること。また、正職員に限らず、臨時職員等も含め

た全職員の接遇研修を定期的に行うものとし、職員一人ひとりが接遇の重要

性を認識し、その向上に努めること。 

４ 公的医療機関としての役割 

        臨床研修医などの受入れを積極的に行うため、大学医学部などの医育機関との

連携強化により教育研修体制を充実させ、若手医師の育成に貢献するとともに、

地域の医療機関への定着の契機となるよう、公的医療機関としての役割を果たす

こと。 

５ 法令遵守 

        医療法（昭和23年法律第205号）をはじめとする関係法令を遵守し、公的病院

としての行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な業務運営を

行うこと。また、診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族

への情報開示を適切に行うこと。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 法人運営管理体制の強化 

  中期計画及び年度計画を確実に実行し中期目標を達成するため、効率的及び効

果的な業務運営を推進するとともに、理事会を中心とした管理運営体制の強化に

より適切な進捗管理を行うこと。 
２ 業務運営の改善と効率化 

⑴ 効率的な予算の執行 

職員のコスト意識の深化を図り、事業の必要性や効果、緊急度などを総括

的に見極め、的確な予算配分により、効率的・効果的な予算の執行を行うこ



と。 
⑵  適切な人員配置 

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、医

療ニーズに沿った職員を適切に配置すること。 

⑶ 働きやすい職場環境の整備 

職員のワークライフバランスの推進に努め、メンタルヘルスを含めた健康

管理や職場の安全衛生の確保など、働きやすく働きがいのある職場環境の

整備に努めること。 

⑷ 人事評価制度の運用 

職員の能力や実績を重視し、適切な人事管理を行うことによって、職員全

員が常にサービスの向上と業務改善の意識を持って職務を遂行する職場づく

りを推進すること。 
⑸ 病院機能評価の活用 

        医療機関としての機能を、専門的かつ学術的に第三者の観点から評価する

病院機能評価の認定に取り組むとともに、常に業務改善に取り組み、医療機

能の充実、向上を図ること。 
 
第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

⑴  収入の確保 

        法人が担うべき役割及び地域の患者ニーズに沿った医療サービスの提供に

より適切な収入の増加を図ること。また、診療報酬の改定や法改正等に的確

に対処し、収益を確保するとともに、未収金の発生防止策や適正な回収に努

めること。 
⑵  支出の節減 

と。 
⑵ 適切な人員配置 

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、医

療ニーズに沿った職員を適切に配置すること。 

 

 
 
 

⑶ 人事評価制度の運用 

職員の能力や実績を重視し、適切な人事管理を行うことによって、職員全

員が常にサービスの向上と業務改善の意識を持って職務を遂行する職場づく

りを推進すること。 
⑷  病院機能評価の活用 

        医療機関としての機能を、専門的かつ学術的に第三者の観点から評価する

病院機能評価の認定に取り組むとともに、常に業務改善に取り組み、医療機

能の充実、向上を図ること。 
 
第４ 財政内容の改善に関する事項 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

⑴ 収入の確保 

        法人が担うべき役割及び地域の患者ニーズに沿った医療サービスの提供に

より適切な収入の増加を図ること。また、診療報酬の改定や法改正等に的確

に対処し、収益を確保するとともに、未収金の発生防止策や適正な回収に努

めること。 
⑵ 支出の節減 



        医薬品及び診療材料費、医療機器等の購入や各種業務委託において、多様

な契約手法を導入して費用の節減・合理化に取り組み、効率的・効果的な事

業運営に努めること。 
⑶  役割と負担の明確化 

        法人が救急医療等の政策的医療を提供する場合においては、その部門では

採算がとれない場合もあり得る。市と法人は協議のうえ、それぞれの役割や

責任、その負担のあり方を明確にし、運営費負担金の基準を定め、市は法人

に対して必要な費用を負担する。法人は、この主旨を踏まえ、効率的・効果

的な業務運営を行うこと。 
 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 病院施設整備に向けた取組み 

    市及び関係機関との連携の下、新病院建設に向けた病院施設整備を計画的に進

めること。また、新病院建設を早期に実現させるため、経営基盤の安定と強化

に努めること。 

        医薬品及び診療材料費、医療機器等の購入や各種業務委託において、多様

な契約手法を導入して費用の節減・合理化に取り組み、効率的・効果的な事

業運営に努めること。 
⑶  役割と負担の明確化 

        法人が救急医療等の政策的医療を提供する場合においては、その部門では

採算がとれない場合もあり得る。市と法人は協議のうえ、それぞれの役割や

責任、その負担のあり方を明確にし、運営費負担金の基準を定め、市は法人

に対して必要な費用を負担する。法人は、この主旨を踏まえ、効率的・効果

的な業務運営を行うこと。 
 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 病院施設整備に向けた取組み 

    「地方独立行政法人西都児湯医療センター施設整備基本計画」を踏まえ、市及

び関係機関との連携の下、新病院建設に向けた病院施設整備を計画的に進める

こと。 

 

 

 

 

 

 



 

第３期中期目標策定スケジュール 

 

10 月１日（金） 

〔第３回評価委員会〕 
中期目標（案）の審議 

10 月上旬 中期目標修正案の確認 

10 月上旬～11 月上旬 パブリックコメント 

11 月中旬 

〔第４回評価委員会〕 
中期目標最終案の審議 ⇒ 確定 ⇒ 市長へ意見書提出 

11 月下旬～12 月 市議会へ上程 ⇒ 議決 ⇒ 市長が法人に指示 

 
 

資料５ 


